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１ 変更理由

１．新興津地区において、漁業者や海上バス事業者からの要請及び船舶の大型化に対応する

ため、小型船だまり計画を変更する。また、港における賑わい空間を創出するため、土地

造成及び土地利用計画を変更する。

２．三保地区において、小型桟橋の利便性向上及び船舶の大型化に対応するため、水域施設

を計画する。また、港湾と背後地域とのアクセス性の向上を図るため、臨港交通施設を計

画する。
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２ 港湾施設の規模及び配置に関する資料

２－１ 水域施設計画

（１）計画変更の必要性

三保地区の小型桟橋について、現港湾計画では、現在就航している海上バスの発着施設およ

び近年需要が高まっている大型プレジャーボートに対応可能な施設として計画されている。

計画対象船舶である 30m 級の大型プレジャーボートは、大型化が進み必要水深 2m を超えるも

のが増加していることから、小型桟橋が計画されている水域において十分な水深を確保する必要

がある。

よって、大型プレジャーボートの安全な航行及び係留に対応可能となる水域施設を確保するた

め、泊地及び航路・泊地を計画するものである。

（２）今回計画する水域施設の規模及び配置

今回計画する泊地及び航路・泊地の規模及び配置は次のとおりである。

表２－1－1 今回計画する泊地、航路・泊地の規模及び配置

図２－１－１ 今回計画する泊地、航路・泊地の位置図

区分 地区名 水深(m) 面積(ha) 計画種類 規模及び配置の考え方

泊地 三保 3.0 0.2 新規計画
対象船舶である全長 30m 級の大型
プレジャーボートの係留及び航行に
必要な面積を小型桟橋前面に確保
する。
なお、船舶の回頭については、沖合
にて行うものとする。

航路・泊地 三保 3.0 0.2 新規計画

今回計画

○泊地(-3)
0.2ha[新規計画]

○航路・泊地(-3)
0.2ha[新規計画]
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（３）操船例図

今回計画する泊地及び航路・泊地に係わる操船例図は、次のとおりである。

図２－１－２ 操船例図（三保地区）

地区 船種
船長
(ｍ)

船幅
(ｍ)

三保地区 大型プレジャーボート 30.0 6.7
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２－２ 小型船だまり計画

（１）計画変更の必要性

新興津船だまりについて、海上バスの利用に伴う対象船舶の大型化や港内の維持管理のため

に利用する浚渫船の航路幅の確保など、海上バス事業者及び漁業者からの要請に対応するた

め、小型船だまり計画の変更が必要である。

（２）変更する小型船だまりの規模及び配置

変更する小型船だまりの規模及び配置は、次のとおりである。

表２－２－１ 変更する小型船だまりの規模及び配置

地区名 施設名 船舶種類（隻数） 施設規模 施設配置の考え方

新興津
・興津

新興津
小型船
だまり

漁船
・休憩用(24 隻)
・陸揚用(70 隻)
・準備用(70 隻)

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ
・常時係留(30 隻)
・一時係留(6 隻)

海上バス(1 隻)

・防波堤 335m(工事中)
[既定計画の変更計画]

・防波堤（波除）50m（工事中）
[既定計画の変更計画]

・物揚場(-3)820m（工事中）
[既設]

・船揚場 45m（工事中）
[既設]

・埠頭用地 3.5ha（工事中）
[既設]

・泊地内へ浚渫船が
進入可能な航路幅
を確保。

・浚渫船及び海上バ
スの利用に伴う航路
幅の確保、泊地内
の静穏性確保のた
めに防波堤（波除）
50m 既設（工事中）
の配置を港口部に
変更。

・既定計画どおり

・既定計画どおり

・既定計画どおり
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（３）操船例図

今回変更する小型船だまりに係わる操船例図は、次のとおりである。

図２－２－１ 操船例図（新興津・興津地区）

地区 船種
船長
(ｍ)

船幅
(ｍ)

必要水深
(ｍ)

新興津・興津地区 旅客船（海上バス） 28.2 9.0 3.0
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（４）今回変更する小型船だまりの静穏度

変更する小型船だまりの静穏度は次のとおりである。

表２－２－２ 変更後の係留施設前面の波高（ｍ）

※荷役限界波高 0.5（m）

図２－２－２ 変更後の係留施設前面の波高

※図中の数字は波高 (cm)

4.5
5.0

4.0

3.5
2.5

2.0

1.5

1.0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.5

0.4

波向 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

SE 0.29 0.24 0.38 0.33 0.13 0.37

SSE 0.42 0.35 0.49 0.42 0.18 0.48

S 0.34 0.30 0.41 0.36 0.16 0.41
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図 ２－２－３ 変更する小型船だまりの位置図（新興津・興津地区）

○新興津小型船だまり
防波堤 350m（工事中）[既設]
防波堤（波除）50m（工事中）[既設]
物揚場(-3)820m（工事中）[既設]
船揚場 45m（工事中）[既設]
埠頭用地 3.5ha（工事中）[既設]

既定計画

今回計画

○新興津小型船だまり
防波堤 335m（工事中）

[既定計画の変更計画]
防波堤（波除）50m（工事中）

[既定計画の変更計画]
物揚場(-3)820m（工事中）[既設]
船揚場 45m（工事中）[既設]
埠頭用地 3.5ha（工事中）[既設]
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２－３ 臨港交通施設計画

（１）計画変更の必要性

三保地区は、現港湾計画において海洋レクリエーション拠点に位置付けられているほか、周辺

には豊富な観光資源があることなどから、海浜地と背後地域とのアクセス性の向上が求められる。

今回、陸域とのアクセスを強化するため、臨港交通施設を新たに計画する。

（２）今回計画する臨港道路の規模及び配置

今回計画する臨港道路の規模及び配置の考え方は、次のとおりである。

表２－３－１ 今回計画する臨港道路の規模及び配置

図２－３－１ 今回計画する臨港道路位置図（三保地区）

施設名 起点 終点 車線数
交通量
（台/時）

今回計画 配置の考え方

臨港道路
三保内浜線

市道
本村海岸
17 号線

清水 港 海 岸
三保地区

１ 15 新規計画
海浜地と背後地
域を連絡するよ
う配置する。

○臨港道路三保内浜線
15台/時 1車線[新規計画]

今回計画
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３ 土地造成及び土地利用計画に関する資料

３－１ 土地造成及び土地利用計画の変更

（１）土地の造成に係らない土地利用の区分別面積と変更理由

土地の造成に係らない土地利用の区分別面積と変更の理由は、次のとおりである。

表 ３－１－1 土地の造成に係る土地利用の区分別面積と変更理由

図３－１－１ 今回変更する土地利用計画図（新興津・興津地区）

地区名
変更前 変更後

変更理由土地利用
区分

面積
(ha)

土地利用
区分

面積
(ha)

新興津
・興津

交流厚生用地

緑地

1.8

7.5

交流厚生用地

緑地

1.5

7.8

地元住民・漁業関係者等が利用
する商業施設や避難施設等の利
便性向上を図るため、交流厚生
用地及び緑地の土地利用区分や
位置を変更する。合計 9.3 合計 9.3

三保 ― ― 交通機能用地 0.1
小型桟橋及び海浜地と陸域との
アクセス性の向上を図るため、交
通機能用地を計画する。

今回計画既定計画

○交流厚生用地
1.5ha

○緑地
7.8ha

○交流厚生用地
1.8ha

○緑地
7.5ha
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図３－１－２ 今回変更する土地利用計画図（三保地区）

３－２ 土地利用計画

土地利用計画は次のとおりである。

表３－２－１ 変更後の土地利用計画

表３－２－２ 変更前の土地利用計画

（単位：ha）

　　　  用　途

地区名

埠　頭
用　地

港湾関
連用地

交流厚
生用地

工業
用地

都市機
能用地

交通機
能用地

危険物
取扱施
設用地

緑地
廃棄物
処理施
設用地

海面処
分用地

公共
用地

合計

(56.0) (41.5) (1.5) (8.0) (19.0) (126.0)

56.0 41.5 1.5 8.0 19.0 126.0

(0.5) (3.6) (4.8) (0.1) (9.0)

0.5 3.6 4.8 0.1 9.0

注１：(　)は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に、特に密接に関連する土地利用計画で内数である。
注2：今回の変更に係る地区のみ記述した。

三 保

新興津・興津

（単位：ha）

　　　  用　途

地区名

埠　頭
用　地

港湾関
連用地

交流厚
生用地

工業
用地

都市機
能用地

交通機
能用地

危険物
取扱施
設用地

緑地
廃棄物
処理施
設用地

海面処
分用地

公共
用地

合計

(56.0) (41.5) (1.8) (8.0) (18.7) (126.0)

56.0 41.5 1.8 8.0 18.7 126.0

(0.5) (3.6) (4.8) (8.9)

0.5 3.6 4.8 8.9

注１：(　)は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に、特に密接に関連する土地利用計画で内数である。
注2：今回の変更に係る地区のみ記述した。

新興津・興津

三 保

○交通機能用地
0.1ha

今回計画
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４ 環境の保全に関する資料

４－１ 環境への影響と評価

（１）大気質への影響と評価

今回の計画変更に伴う大気質への影響は、大気質への負荷が著しく増大するものではないこと

から、大気質に与える影響は軽微であると考えられる。

（２）騒音・振動による影響と評価

今回の計画変更に伴う港湾からの発生集中交通量は、著しく増大するものではないことから、騒

音・振動による影響は軽微であると考えられる。

（３）潮流への影響と評価

今回の計画変更において、造成される土地は港内側に位置しており、潮流の大きな変化も想定

されないことから、潮流に与える影響は軽微であると考えられる。

（４）水質・底質への影響と評価

今回の計画変更において、潮流の大きな変化も想定されないことから、水質・底質に与える影響

は軽微であると考えられる。

（５）生態系への影響と評価

今回の計画変更に伴う大気質、水質・底質への影響は軽微であると予想されることから、生態系

への影響は軽微であると考えられる。

（６）総合評価

今回の計画変更に伴う周辺の環境に及ぼす影響について検討した結果、環境に及ぼす影響は

軽微なものであると考えられる。

なお、今後とも環境保全について十分配慮するとともに、本計画の実施にあたっては、工法・工

期等について検討し、十分な監視体制のもとに、環境に与える影響を少なくするよう慎重に行うも

のとする。
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５ その他の資料

５－１ 新旧法線対照図

【新興津・興津地区】

図 新旧法線対照図（新興津・興津地区）
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